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１．資源有効利用促進法に基づく識別表示

• 資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源法」）第24条第１項の規定に基づいて定められた省

令において、指定表示製品（紙製容器、プラスチック製容器包装、ポリエチレンテレフタレート製の容

器等）については、再生資源の利用を促進するため、分別回収のための表示（識別表示）を製造事業者

等に求めている。

•  識別表示については、初めて飲料等が充塡されたアルミニウム製の缶、鋼製の缶に表示が求めた当時

から３０年強が経過し、分別回収が促進され、消費者の意識も定着している。

• ポリエチレンテレフタレート製の容器に飲料等を充塡したもの（以下「PETボトル」）には、平成5年

から、PETマークの表示を求めた。

・ポリエチレンテレフタレート製の容器（飲料・酒類、特定調味料）※PETボトル

・プラスチック製容器包装（ポリエチレンテレフタレート製の容器（飲料・酒類、特定調味料用）を除く）
・紙製容器包装（段ボール製の容器包装、飲料・酒類の紙製容器（アルミ不使用）を除く）
・アルミニウム製の缶（飲料・酒類）※アルミ缶
・鋼製の缶（飲料・酒類）※スチール缶

見直し対象

ポリエチレンテレフタレート製の容器
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２．容器包装の識別表示を取り巻く環境

• 容器包装の識別表示を取り巻く状況は、刻々と変化しており、消費者の認識率の向上や、容器包装の形

状等の技術開発等（飲料容器の小型化、機能性向上）により、適切な分別回収という目的を達成しつつ、

資源循環の加速という社会的要請も高まっている。

• こうした状況変化に適切に対応しつつ、一層の効果的なリデュース等を推進するため、他の法律におい

て求められる法定表示との関係も留意しつつ、識別表示の見直しを検討する。

• なお、令和２年４月からは、いわゆる箱売りの場合において、当該箱（外箱）に１箇所以上、PETマー

クと役割名を表示することで、個々のPETボトルのラベルレスを認めた。

容器包装
識別表示

他法の規制影響
・食品表示法・計量法 など

消費傾向の変化・技術革新
・容器の小型化 ・機能性向上

３Rの促進、
資源循環の加速

識別表示の見直し
・箱売りの場合における、ラベルレス(令和２年４月)
・他法の法定表示をラベルに表示しない場合の
ラベルへのPETマークの省略(今回の見直し)
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２．容器包装の識別表示を取り巻く環境
（参考１：資源法以外の法定表示 食品表示法（Q&A含む）について）

参考（食品表示に関するパンフレット）：https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/in

食品表示基準Q&A://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_260401_18.pdf

• 食品表示法の府令である食品表示基準において、表示すべき名称・原材料名・栄養成分などの項目が定められるとと

もに、その文字サイズ（ポイント数（※））や記載事項の省略できる場合の規定が定められている。

（※）８ポイントの活字以上の大きさの文字を使用。ただし、表示可能面積が概ね150cm2以下のものは5.5ポイント

の活字以上の大きさを使用を求める。

• 消費者庁が、ペットボトル飲料でラベル等が添付されていない場合は、

ふたのみを表示可能面積として差し支えない見解を出した（食品表示基

準Q&A）ため、一定の記載事項についての省略及び文字の表記を 5.5 pt

とすることが認められる。（＝これにより、表示事項の記載量が少ない

特定の商品において、PETボトルのキャップに食品表示法上で求められ

る表示が可能）

ペットボトル容器の飲料等でプラスチック使用量及びCO2排出
量を削減し、環境負荷を軽減することを目的に、プラスチック
フィルム及びシール等を貼付しない場合は、ふたのみを表示可
能面積としても差し支えありません。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/assets/food_labeling_cms201_250512_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_260401_18.pdf
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２．容器包装の識別表示を取り巻く環境
（参考２：資源法以外の法定表示 計量法（Q&A含む）について）

出典（経済産業省HP）： https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html より作成

• 計量法においては、密封をした特定商品の内容量（特定物象量（○○ｍｌ） ）の表記等を求めており、

内容量の表記については、商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色とすることとなっ

ている。

○法第１１条
長さ等を明示した販売を推進する規定
（法定計量単位により示して、販売すること）

○法第１２条
特定商品の計量についての定め

○法第１３条
密封をした特定商品の内容量（特定物象量）の表記についての定め

https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/14_gaiyou_ryoumoku.html
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３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
PETボトルのラベルレスの拡大について（概要）

• 資源法の省令では、遵守事項として、 のマーク（以下「PETマーク」）を①容器の底部又は側部に、１箇所以上、

刻印すること及び②容器の側部に、１箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示することを求めている。

• ①については、PETボトルが分別排出された後、自治体等が回収し選別する際に刻印されたPETマークを識別し当該

選別を容易にするため、②については、主にラベルにPETマークを表示することにより、消費者がPETマークを識別

して適切に分別排出（リサイクル行動）をできるようにするため、PETマークの表示を求めているところ。

• 消費者においてPETマークの認識も浸透してきている中で、①（刻印）の表示をもって消費者がPETマークを識別し

これまでと同様なリサイクル行動をとれることが確認できれば、②（印刷等）の表示を省略することを認めてはどう

か。

• これにより、ラベルレスとなり、ラベルの廃棄量の削減に伴う環境負荷低減やラベルを剥がす手間を省くことに伴う

消費者における分別排出の容易化等につなげられないか。（ただし、ラベルに食品表示法などの他の法令の規定によ

る法定の表示が必要な場合を除く。）

ラベルレスでも、消費者がPETボトルに刻印されたPETマークを認識し、
これまでと同様なリサイクル行動がとれるかのアンケート調査を実施
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• 15-79歳の男女、「ペットボトル入り飲料を3か月に1回以上飲用者」もしくは「非飲用だが今後飲用の可能性がある

方」を対象に調査したもの

• 「標本誤差が±5％に収束する」精度が高い結果が獲得しうる調査設計とした

出典： 業界団体に属する事業者からの提供資料より作成

３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
消費者へのアンケート調査（調査設計）
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• A群（液色黒サンプル）では、約9割の人がリサイクルマークを認識

• B群（液色透明サンプル）においても、9割超の人がリサイクルマークを認識

出典： 業界団体に属する事業者からの提供資料より作成

３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
消費者へのアンケート調査（調査結果①）
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• A群（液色黒サンプル）では、ほぼ100%の人がラベルレスボトルでも変わらずリサイクル行動ができると回答

• B群（液色透明サンプル）においても、99％の人がラベルレスボトルでも変わらずリサイクル行動ができると回答

出典： 業界団体に属する事業者からの提供資料より作成

３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
消費者へのアンケート調査（調査結果②）
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３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
（参考）業界からの要望



12

• 法令（省令）により、ラベルレス化の一層の促進を図るため、既存の規定に加え、ラベルにおいて他法令の規定による表示が

付されないときはラベルへのPETマークの表示を省略できることとし、ラベルレスを可能とすることとしたい

ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又は特定調味料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を
定める省令（平成五年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号）

（遵守事項）
第二条 法第五十一条第一項の主務省令で定める同項第二号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又は特定調味料を充塡する事業者並びに飲
料 又は特定調味料が充塡された容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印することにより、表示を
すること。ただし、飲料又は特定調味料が充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない（次号た
だし書の場合を除く。）。
二 別表の上欄の指定表示製品の区分に従いそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、
表示をすること。ただし、容器に充てんされた飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であって、そのままの状態で流通し、最終消費
者に販売される場合において、当該容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表の上欄の指定表示製品の区分に従
い同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該容器の役割名を併記するときは、これを省略することができる（当該容器の側部
に印刷し、又はラベルをはることにより、他法令の規定による表示が付されている場合を除く。）。
三・四 （略）

現行規定

３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
法令（省令）改正の方向性
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出典（3R推進団体連絡会HP）：https://www.3r-suishin.jp/PDF/2025Report/Followup_Report2025_all.pdf

（日本容器包装リサイクル協会HP）：https://www.jcpra.or.jp/library/bid-result/transition.html

• 出荷本数は増加傾向にあり、かつ日本容器包装リサイクル協会が実施する入札でも有価で取引がされて

おり、資源性が高いといえる。

３．ポリエチレンテレフタレート製の容器のラベルレスの拡大について
（参考）PETのリサイクル状況等について

https://www.3r-suishin.jp/PDF/2025Report/Followup_Report2025_all.pdf
https://www.3r-suishin.jp/PDF/2025Report/Followup_Report2025_all.pdf
https://www.3r-suishin.jp/PDF/2025Report/Followup_Report2025_all.pdf
https://www.jcpra.or.jp/library/bid-result/transition.html
https://www.jcpra.or.jp/library/bid-result/transition.html
https://www.jcpra.or.jp/library/bid-result/transition.html
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